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平成１８年(行ケ)第１０３６７号 審決取消請求事件

平成１９年１月３０日判決言渡，平成１８年１２月１１日口頭弁論終結

判 決

原 告 株式会社三洋物産

訴訟代理人弁理士 山田強，廣田美穂，安藤悟

被 告 特許庁長官 中嶋誠

指 定 代 理 人 杉山太一，岩井芳紀，田中敬規

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

「特許庁が不服２００４－２３００１号事件について平成１８年６月７日にした

審決を取り消す 」との判決。。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，意匠に係る物品を「ゲーム機」とする意匠につき登録出願をし

て，拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，審判請求は成り立

たないとの審決がなされたため，同審決の取消しを求めた事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

( ) 本件登録出願（甲第１号証）1

出願人：株式会社三洋物産（原告）



- 2 -

出願日：平成１４年８月２７日

出願番号：意願２００２－２２９６３号

意匠に係る物品： ゲーム機」「

意匠に係る物品の形状：別紙１のとおり。

( ) 本件手続2

拒絶査定日：平成１６年９月２７日（甲第４号証）

審判請求日：平成１６年１１月８日（不服２００４－２３００１号 （甲第５号）

証）

審決日：平成１８年６月７日

審決の結論： 本件審判の請求は，成り立たない 」「 。

審決謄本送達日：平成１８年７月１１日

２ 本願意匠の態様

本件登録出願に係る意匠登録を受けようとする部分は，いわゆるスロットマシン

ゲーム機のレバー操作部分の形状であって 部分意匠の登録を求めるものである 以， （

下，登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という 。。）

本願意匠は，

( ) 基本的構成態様において，1

ア ゲーム機本体の前面遊技盤面の中央よりやや下方寄りの，操作卓部の前面左

面に設けられたレバー操作部であって，

イ 台座部分と，その台座部分に設置されるレバー台から延びる軸部の先端に操

作部を有するレバー部分とから構成されるものであり，

( ) 具体的構成態様において，2

ア 台座部分は，ゲーム機本体の湾曲部分を基端として手前側へ突出して表れる

とともに基端部からの高さが一律でない円筒形状をなすものであり，

イ レバー部分は，上面やや凸湾曲面形状とした略円盤状のレバー台の上面中央
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から延びる軸部の先端に球状の操作部を取り付けた，

態様のものである。

３ 審決の理由の要点

審決は，以下のとおり，審判体が原告に対し通知した拒絶理由（甲第７号証）の

要旨を引用し，かつ，原告が提出した意見書記載の主張に対し，判断をしたもので

， ， ， ， ， ，あるが その拒絶の理由は 要するに 下記引用意匠１ ２を引用し 本願意匠は

本件登録出願前に公然知られた形状であるレバー部（引用意匠１）を，本件登録出

願前に公然知られた形状である台座部（引用意匠２）と単に組み合わせて，操作卓

部の前面左面に表した程度にすぎず，容易に意匠の創作をすることができたものと

認められるから，意匠法３条２項に規定する意匠に該当し，意匠登録を受けること

ができないというものである。

引用意匠１ 特開２００１－３１４５４６号公報の図２に表されたスロットマシ

ン遊技機用レバー装置の意匠（別紙２－１のとおり）

引用意匠２ 特許庁総合情報館が平成９年３月１３日に受け入れたドイツ意匠公

報（登録番号第Ｍ９６０５９５５号。１９９６年１２月２４日発行）所載のパソコ

ン用キーボードジョイスティック（審決書２頁３２～３３行の「ジョイントスティ

ック」は「ジョイスティック」の誤記と認められる ）の台座部分の意匠（特許庁。

意匠課公知資料番号ＨＨ１００１３２９８号。別紙２－２のとおり）

「２．当審の拒絶の理由

本願意匠に対して，当審で通知した拒絶の理由は，要旨以下のとおりである。

理由

この意匠登録出願の意匠は，下記に示すように，出願前にその意匠の属する分野における通

常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこ

れらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められますので，意匠法
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第３条第２項の規定に該当します。

記

この意匠登録出願の意匠は，意匠に係る物品を 「ゲーム機」とする，いわゆるスロットマ，

シンゲーム機であり （１）意匠登録を受けようとする部分は，略縦長扁平直方体状のゲーム，

機の，前面遊技盤面の中央よりやや下方寄りの，操作卓部の前面左面に設けられたレバー操作

， ，（ ） ，（ ）部分であって 当該部分の形状について ２ レバー部と台座部とを組み合わせて構成し ３

レバー部の形状は，上面やや凸湾曲面状とした略円盤状のレバー台を設け，その上面中央から

延びる段差を有する略円柱状軸部の先端に略球形状の把持部を取り付けたもので （４）台座，

部の形状は，操作卓部前面左面の左側が奥方に漸次回り込む緩やかな略凸湾曲面から，前方に

円筒状に突出したものである。

しかし （１）レバー部を，操作卓部の前面左面の位置に，本願意匠の程度の大きさ，範囲，

に設けることは，例示するまでもなく，本願出願前に広く知られた態様である。また （２），

ゲーム機に限らず，操作部を設ける場合，操作部を突出状とするために，操作部と台座部とを

組み合わせて構成することも，本願出願前に既に広く知られた態様である（意匠登録第９５３

０９４号ゲーム機用操作機，意匠登録第１０００５４６号テレビゲーム機用コントローラ，意

匠登録第１０８５５８８号機械用表示器付き操作機，意匠登録第１１４０１２７号電子ゲーム

機用操作機等参照 。そして （３）レバー部形状は，本願出願前に既に公然知られた形状であ） ，

り（引用意匠１，別紙第２参照 （４）操作部を有する意匠において，台座部形状を，略凸湾），

曲面から，本願意匠の高さ程度に円筒状に突出させ，基部の高さが一律でない斜面状とする形

状も，本願出願前に既に公然知られた形状である（引用意匠２，別紙第２参照 。）

， ， （ ）したがって この意匠登録出願の意匠は 本願出願前に既に公然知られた形状 引用意匠１

であるレバー部を，本願出願前に既に公然知られた形状である台座部（引用意匠２）と単に組

み合わせて，操作卓部の前面左面に表した程度に過ぎず，容易に意匠の創作をすることができ

たものと認められる。

３．請求人の主張

請求人は，上記拒絶の理由に対して，意見書を提出し，要旨以下のとおり主張した。
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引用意匠２が特許庁総合情報館に１９９７年３月１３日に受け入れただけでは，日本国内又

は外国において，現実にその内容が知られたという事実が特定されたことにはならず 「公然，

知られた」ものであることの裏付けも推認もされず，そもそも創作非容易性の判断の基礎とな

る資料として扱われるべきものではない。

そして，本願意匠における台座部分の形状は，本願意匠の出願時までに全く見られなかった

新規のものであり，本願創作者によって初めて実現された極めて斬新な形状である。

したがって，本願意匠は，意匠法第３条第２項の規定に該当するとは到底言えない。

４．当審の判断

引用意匠２は，ドイツ意匠公報として，既に，本願出願前の１９９６年１２月２４日に発行

され，公報という刊行物の性格からして，一般第三者たる不特定多数の者に対して現実にその

内容が知られているものであることは明らかであり，引用意匠２は，本願出願前に公然知られ

た意匠と認められる。

， ， （ ）したがって この意匠登録出願の意匠は 本願出願前に既に公然知られた形状 引用意匠１

であるレバー部を，本願出願前に既に公然知られた形状である台座部（引用意匠２）と単に組

み合わせて，操作卓部の前面左面に表した程度に過ぎないものであって，当審の拒絶の理由の

とおり，容易に意匠の創作をすることができたものと認められる。

５．むすび

以上のとおり，本願意匠は，意匠法第３条第２項に規定する意匠に該当し，意匠登録を受け

ることができないものである 」。

第３ 原告の主張（審決取消事由）の要点

審決は，引用意匠２につき誤って公然知られたものと認定し（取消事由１ ，さ）

らに，本願意匠が，本件登録出願前に公然知られた形状を組み合わせて容易に意匠

（ ） ，の創作をすることができたものと誤って判断をしたものである 取消事由２ から

取り消されるべきである。
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１ 取消事由１（引用意匠２の公知性の認定の誤り）

( ) 審決は，引用意匠２の公知性につき 「引用意匠２は，ドイツ意匠公報とし1 ，

て，既に，本願出願前の１９９６年１２月２４日に発行され，公報という刊行物の

性格からして，一般第三者たる不特定多数の者に対して現実にその内容が知られて

いるものであることは明らかであり，引用意匠２は，本願出願前に公然知られた意

匠と認められる 」と認定したが，誤りである。。

すなわち，引用意匠２に係る形状が，意匠法３条２項所定の「公然知られた」形

状に当たるというためには，それが，本件登録出願前に，日本国内又は外国におい

て，現実に不特定の者に知られたという事実が必要であり，かつ，その事実は，被

告が立証責任を負い，証拠によって客観的に立証されなければならない。

しかるところ，審決は，引用意匠２を記載したドイツ意匠公報の「公報という刊

行物の性格からして」という理由のみにより，引用意匠２が，本件登録出願前，公

然知られた形状であると認定するものである。しかしながら，日本国内だけで，年

間３～４万件の意匠公報が発行されており，これに，外国で発行される意匠に関す

る公報を加えた発行総数を考慮すれば，公報であるからといって，一般第三者に当

然閲覧されているということができないことは明らかである。なお，本願意匠に係

る物品と同種のゲーム機は，日本国内でのみ実施される場合が極めて多いため，通

常，本願意匠の属する分野における事業者は，外国で頒布された刊行物に記載され

た形状について当然に認知しているとはいえない。これらの事業者は，積極的に調

査をする以外に，外国で頒布された刊行物に記載された形状を知る機会を得ること

はできないのが通常である。したがって，引用意匠２のように，上記事業者がアプ

ローチする機会が少ないと思われる刊行物に記載された形状については，それが実

際に公然知られた事実を客観的に立証する必要があるというべきである。

， （ 「 」( ) 被告は 引用意匠２が掲載されたドイツ意匠公報 以下 本件ドイツ公報2

という ）が，本件意匠登録出願より約５年８か月前の１９９６年１２月２４日に。

発行され，我が国の特許庁総合情報館に受け入れられて，本件意匠登録出願より約
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５年３か月前から一般第三者に閲覧可能となったことを主張するが，これらの事実

は，意匠の流行性という特質や，上記のとおり，本願意匠に係る物品と同種のゲー

ム機の実施が日本国内に限られることにかんがみると，引用意匠２に係る形状が現

。 ，実に不特定の者に知られたという事実を何ら推認させるものではない パリ条約や

ドイツ意匠法及び独立行政法人工業所有権総合情報館法の各規定も同様である。

( ) なお，仮に，本件ドイツ公報発行日又は閲覧可能開始日からの経過年数等3

が引用意匠２の公知性の認定に有効な事実となり得るのであれば，審決において，

， ， ，それが示されるべきであったところ 審決は 引用意匠２が公知である理由として

単に「公報という刊行物の性格からして」ということを挙げたのみであるから，審

決取消訴訟において，それらの事実を主張立証することは許されない。

２ 取消事由２（創作容易性判断の誤り）

， ，「 （ ）審決は 本願意匠につき 本願出願前に既に公然知られた形状 引用意匠１

， （ ）であるレバー部を 本願出願前に既に公然知られた形状である台座部 引用意匠２

と単に組み合わせて，操作卓部の前面左面に表した程度に過ぎないものであって，

・・・容易に意匠の創作をすることができたものと認められる 」と判断したが，。

以下のとおり，誤りである。

( ) 本願意匠に係る物品は，パチンコ球又は同様の球を利用する回胴式ゲーム1

機であり，一般に「パロット」と称されるゲーム機である。これに対し，引用意匠

１に係る物品は，パロットと同様に回胴式ゲーム機であるから，引用意匠１に係る

物品の分野と本願意匠に係る物品の分野とは密接に関連しているといえるが，引用

意匠２に係る物品はパソコン用キーボードジョイスティックであり，パソコン用キ

， ， ， ，ーボードは 一般に本願意匠の属する分野と共通せず また 関連性も乏しいから

そのような分野に属する意匠を組合せの一方として考えることが，本願意匠の属す

る分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という ）にとってありふ。

れた手法ということはできない。特許庁の意匠審査基準の「創作非容易性」の章に
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おける「寄せ集めの意匠」の事例は，いずれも，寄せ集められた意匠とそれらで構

成された意匠の分野が共通しているか，あるいは密接に関連しているものである。

このことから，意匠審査基準においては，意匠の分野が共通しているか，密接に関

連しているもの同士を組み合わせて，同様の分野の意匠に構成したものを，創作容

， ， 。易レベルとして想定していると考えられるところ 本願意匠は これに当たらない

被告は，引用意匠２のパソコン用ジョイスティックがゲーム用の操作レバーであ

ると主張するが，パソコンの機能及び用途は多様であることが知られており 「ゲ，

ームを行う」という機能及び用途が最も一般的と認識されない以上，パソコン用キ

ーボードジョイスティックということのみをもって，それが「ゲーム用」であると

断定する根拠とはなり得ない。

( ) 本願意匠は，台座部の円形平面（円筒の円形平面）が正面側に向いた状態2

となる角度で取り付けられている。パロットでは，上皿形状に合わせて操作卓部前

， ，面の左右両脇が奥方に漸次回り込む略凸湾曲面となっているが 本願意匠によって

台座部が上記角度で操作卓部の前面左脇寄りの位置に設けられることにより，レバ

ー部の軸部が自然に正面側に延びて高い操作性を維持できるのであり，この点に本

願意匠の台座部の創作性が認められ，大きな特徴となっている。

これに対し，引用意匠２の台座部は，ジョイスティック上面の傾斜角度やパソコ

， （ ）ン用キーボードに関する一般常識に基づけば 台座部の円形平面 円筒の円形平面

が斜め上方を向いた状態の角度で取り付けられ，使用されるものと考えられる。す

なわち，引用意匠１と引用意匠２を組み合わせて本願意匠の位置に取り付けるため

には，引用意匠２を，通常使用態様の角度と異なる角度に回転させなければならな

い。

しかしながら，上記のとおり，本願意匠に係る物品の分野と引用意匠２に係る物

品の分野とは異なる上，従来のスロットマシンゲーム機では上皿がないため，操作

卓部前面はフラットなものが多く，自然にレバーの軸部が正面側に延びる構成とな

， ，っており 本願意匠のようにわざわざ台座部を設ける必要がなかったのであるから
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引用意匠１に引用意匠２を組み合わせて本願意匠を創作するには，本願意匠と異な

る分野に属する引用意匠２を組合せの一方として用いた上，その組合せを引用意匠

２にとっては通常でない角度に回転させて取り付けるという，二段階の工程が必要

となる。しかも，それぞれの工程が，当業者にとってありふれた手法では決してな

し得ることができないものであるから，相乗的に創作性のレベルは極めて高いもの

といえる。特許庁の意匠審査基準の「創作非容易性」の章における「置換の意匠」

の事例は，いずれも，意匠の構成要素の一部を，同じ分野か，あるいは関連する分

野の他の公知の形態によって置き換えたものであり，しかも当該公知の形態に係る

位置や角度をほとんど変更せず，単純に置き換えたものである。このことから，意

匠審査基準においては，同じ分野か，関連する分野の他の公知形態を，その位置や

角度を特に変更することなく，単純に置換えて用いたものを，創作容易レベルとし

て想定していると考えられるところ，本願意匠は，これに当たらない。

本願意匠のように，奥方に漸次回り込む略凸湾曲面から前方に突出した形状の台

座部が操作卓部前面脇寄りに設けられているものは，回胴式のゲーム機においても

極めて珍しく，斬新なものとなっている。特に，パロットというゲーム機自体，市

場に出て間もない新しいものであり，日本国内でも未だ数機種しか販売されていな

いことから，本願意匠は従前では全く見られなかったものであり，強烈な印象を与

える形態となっている。したがって，前記回転させるという発想は，本願意匠の台

座部を本願意匠の角度で操作卓部前面脇寄りの位置に設けたという特徴を生じさせ

る重要な意義を有するものであり，この発想が容易ではない以上，本願意匠が創作

容易でないことは明らかである。

( ) 被告は，意匠審査基準の事例につき，単なる例示であって，創作容易レベ3

ルを示すものではないと主張するが，意匠審査基準の事例は，平成１０年法律第５

１号による意匠法の改正の際に付け加えられたものがあるところ，同改正に係る立

法経緯においては，創作容易レベルの引上げが議論された経緯があって，その結果

が，これらの意匠審査基準の事例に反映されているというべきである。
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第４ 被告の反論の要点

１ 取消事由１（引用意匠２の公知性の認定の誤り）に対し

引用意匠２に係る形状が，意匠法３条２項所定の「公然知られた」形状に当たる

というためには，それが，本件登録出願前に，日本国内又は外国において，現実に

不特定の者に知られたという事実が必要であることは，争わない。

引用意匠２が掲載された本件ドイツ公報は，１９９６年（平成８年）１２月２４

日の発行に係るものであり，我が国においては，平成９年３月１３日に特許庁総合

情報館（正式名称は，昭和２７年８月から「万国工業所有権資料館 ，平成９年４」

月から「工業所有権総合情報館 ，平成１３年４月から「独立行政法人工業所有権」

総合情報館 ，平成１６年１０月から，現在の「独立行政法人工業所有権情報・研」

修館 。以下「情報館」という ）が受け入れ，第二公衆閲覧室において，一般第三」 。

者の閲覧に供しているものである。

パリ条約１２条は，各同盟国に，特許，実用新案，意匠及び商標を公衆に知らせ

るための中央資料館の設置と，定期的な公報の発行を義務付けているところ，ドイ

ツ意匠法（１９９４年１０月２５日改正，１９９５年１月１日施行）第８条［２］

は 「特許庁は，出願の意匠登録簿への登録を，表現物の再現物，及び保護期間の，

延長とともに，意匠公報に一度掲載公告することによって，公知にする （乙第５。」

号証）と規定し，本件ドイツ公報はこれに則って発行されたものと考えられる。ま

た，情報館は，上記パリ条約１２条の「中央資料館」に当たるものであり，独立行

政法人工業所有権総合情報館法（平成１１年法律第２０１号）３条が 「独立行政，

法人工業所有権総合情報館（以下「情報館」という ）は，発明，実用新案，意匠。

及び商標に関する公報等を収集し，及びこれらを閲覧させること等を行うことによ

り，工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする 」と規定するとお。

り，積極的に公報等の利用を図るためのものである。

そして，このような性格を有する本件ドイツ公報が，本件意匠登録出願の５年８
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か月前に発行され，我が国においても５年３か月前から情報館で閲覧可能であった

ことによれば，引用意匠２が，本願出願前に日本国内又は外国において既に公然知

られたものであることは十分推認できるものである。

審決の本件ドイツ公報に係る「特許庁総合情報館が平成９年３月１３日に受け入

れた 「ドイツ意匠公報として，既に，本願出願前の１９９６年１２月２４日に発」，

行され，公報という刊行物の性格からして，一般第三者たる不特定多数の者に対し

て現実にその内容が知られているものであることは明らかであり，引用意匠２は，

本願出願前に公然知られた意匠と認められる 」との説示は，上記趣旨をいうもの。

であって，その認定に誤りはない。

なお，原告は，本願意匠の属する分野における事業者は，外国で頒布された刊行

物に記載された形状について当然に認知しているとはいえないとか，積極的に調査

をする以外に，外国で頒布された刊行物に記載された形状を知る機会を得ることは

できないのが通常であると主張するが，上記のとおりであるから，その主張は失当

である。

２ 取消事由２（創作容易性判断の誤り）に対し

( ) 原告は，引用意匠２に係る物品の分野が，本願意匠の属する分野と共通せ1

ず，あるいは関連性が乏しいから，そのような分野に属する意匠を組合せの一方と

して考えることが，当業者にとってありふれた手法ということはできないと主張す

るが，本願意匠に係る物品である「ゲーム機」の操作レバー部分も，引用意匠２の

パソコン用ジョイスティックも，共にゲーム用の操作レバーであるから，用途及び

機能が共通するものであり，全く別の分野に属するものではない。なお，原告は，

意匠審査基準の事例に言及するが，意匠審査基準の例示は，寄集めの意匠の場合の

創作容易の一例を示したものにすぎず，同種の物品分野に限定することや，創作レ

ベルを示すものではない。

( ) 原告は，パロットの操作卓部前面の左右両脇は，奥方に漸次回り込む略凸2
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湾曲面となっているが，本願意匠によって，台座部の円形平面が正面側に向いた状

態となる角度で操作卓部前面左脇寄りの位置に取り付けられ，レバー部の軸部が自

然に正面側に延びて高い操作性を維持できるのであり，この点に本願意匠の台座部

の創作性が認められるのに対し，引用意匠２の台座部は，円形平面が斜め上方を向

いた状態の角度で取り付けられるものと考えられるから，引用意匠１と引用意匠２

を組み合わせて本願意匠の位置に取り付けるためには，引用意匠２を，通常使用態

様の角度と異なる角度に回転させなければならないところ，本願意匠と異なる分野

に属する引用意匠２を組合せの一方として用いた上，その組合せを引用意匠２にと

， ，っては通常でない角度に回転させて取り付けるという 二段階の工程を経ることは

当業者にとってありふれた手法でなし得ることができないものであると主張する。

しかしながら，操作部を台座部と組み合わせて，操作部であるレバー等の操作性

を確保するために，操作卓部前面に対して，適宜角度を付けて台座部を設けること

は，ゲーム機の分野に限らず，各種の機器に操作部を設ける際に行われる一般的な

手法であり，本件登録出願前から多数見られるありふれたものであって，正面を向

いた状態となる角度も，レバー部の操作性を損なわないための，むしろ構造的に必

然的な角度というべきであるし，引用意匠２の上面側を向いた状態となる角度との

差異も，操作部の位置によって生ずるものである。また，本願意匠の台座部の形状

は，略凸湾曲面から，円筒状に突出させ，基部の高さが一律でない斜面状としたも

のであって，引用意匠２に係る円筒状台座部の基部の縁部分を，ゲーム機前面遊技

盤面における台座部取付部の湾曲面と単に一致させただけの常套的手法によって形

成したにすぎないものである。そして，引用意匠１と引用意匠２とを組み合わせた

ものを，本願意匠の程度の大きさ，範囲として，操作卓部の前面左面の位置に表す

ことは，この種ゲーム機の分野において，本件登録出願前から広く知られた態様で

ある。したがって，原告の上記主張は失当である。

なお，原告は，意匠審査基準の事例に言及しているが，意匠審査基準の例示は，

置換の意匠の場合の創作容易の一例を示したものにすぎず，意匠の構成要素の一部
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を，同種の分野に限定することや，その位置や角度の創作レベルを示すものではな

い。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（引用意匠２の公知性の認定の誤り）について

( ) 引用意匠２に係る形状が，意匠法３条２項所定の「公然知られた」形状に1

当たるというためには，それが，本件登録出願前に，日本国内又は外国において，

現実に不特定の者に知られたという事実が必要であると解すべきであり，この点に

ついては，当事者間に争いがない。そして，当該事実については，被告が立証責任

を負うものであるが，その点の立証に関しては，例えば，間接事実と経験則による

事実上の推定等，一般の事実の証明に関する法則が適用されることはいうまでもな

く，証拠によって客観的に立証されなければならないとの原告の主張は，かかる点

まで含むものであれば，正当である。

しかるところ，乙第１，第３号証，第４号証の１～３，第５号証及び弁論の全趣

， ， ，旨によれば 本件ドイツ公報は １９９６年１２月２４日に発行されたものであり

平成９年３月１３日に我が国の情報館がこれを受け入れ，その後間もなく，これを

開架制で一般の閲覧に供したものであって，その発行から本件意匠登録出願までの

期間は約５年８か月，情報館がこれを閲覧可能としてから本件意匠登録出願までの

期間は約５年３か月であったことが認められる。

そして，独立行政法人工業所有権情報・研修館法（平成１１年法律第２０１号。

平成１６年法律第７９号による改正前の題名は「独立行政法人工業所有権総合情報

館法 。以下「情報館法」という ）３条が「独立行政法人工業所有権情報・研修館」 。

（以下「情報・研修館」という ）は，発明，実用新案，意匠及び商標に関する公。

報・・・その他の工業所有権に関する情報の収集，整理及び提供を行う・・・こと

等により，工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする （上記改正。」

前の規定は「独立行政法人工業所有権総合情報館（以下「情報館」という ）は，。
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発明，実用新案，意匠及び商標に関する公報等を収集し，及びこれらを閲覧させる

こと等を行うことにより，工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とす

る ）と定め，また１０条１号が「発明，実用新案，意匠及び商標に関する公報，。」

見本及びひな形を収集し，保管し，及び陳列し，並びにこれらを閲覧させ，又は観

覧させること （上記改正前は「発明，実用新案，意匠及び商標に関する公報，見。」

本及びひな形を収集し，保管し，陳列し，及びこれらを閲覧させ，又は観覧させる

こと ）を，上記３条の目的を達成するため行う業務の一つとして，規定している。」

ことにより，情報館において，公報等の閲覧が可能であることは広く知られている

ところであり，このこと，及び，公報が元来，閲覧・頒布等によりその内容を周知

する目的のものであることと，上記本件ドイツ公報の情報館における受入，供覧の

経緯を併せ考えれば，我が国において，本件ドイツ公報が，本件登録出願前に，現

実に不特定の者の閲覧に供され，これに掲載された引用意匠２に係る形状が公然知

られたものとなっていた事実を優に推認することができる。

( ) 原告は，日本国内だけで，年間３～４万件の意匠公報が発行されており，2

これに，外国で発行される意匠に関する公報を加えた発行総数を考慮すれば，公報

であるからといって，一般第三者に当然閲覧されているということができないと主

張するが，仮に主張に係る数の意匠公報が発行されているとしても，上記認定事実

を覆すには足りない。

， ， ，また 原告は 本願意匠に係る物品と同種のゲーム機の実施が日本国内に限られ

本願意匠の属する分野における事業者は，外国で頒布された刊行物に記載された形

状について当然に認知しているとはいえないとか，積極的に調査をする以外に，外

国で頒布された刊行物に記載された形状を知る機会を得ることはできないのが通常

であると主張するが，仮に，本願意匠に係る物品と同種のゲーム機の実施が日本国

内に限られるとしても，当該事業者を含む不特定者が，本件ドイツ公報を閲覧する

ことがないといい得るものではないから，上記主張も失当である。

なお，原告は，さらに，審決において，本件ドイツ公報発行日又は閲覧可能開始
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日からの経過年数等が示されるべきであったが，審決は，引用意匠２が公知である

理由として，単に「公報という刊行物の性格からして」ということを挙げたのみで

あるから，審決取消訴訟において，それらの事実を主張立証することは許されない

と主張する。

しかしながら，審判体は，原告に対する拒絶理由通知（甲第７号証）において，

本件ドイツ公報の発行年月日，情報館の受入年月日，引用意匠２の登録番号等を明

記しており，また，上記のとおり，審決においても，これを繰り返している。そし

て，本件ドイツ公報発行日から本件意匠登録出願までの経過年数は一義的に算出し

得るし，また，情報館の受入年月日が正確には閲覧可能開始日と一致しなくとも，

上記情報館法の規定などに照らして，受入後程なくして閲覧に供されたことが推認

され，したがって，閲覧可能開始日から本件意匠登録出願までのおおよその経過年

数も算出することができる。そして，審決の「引用意匠２は，ドイツ意匠公報とし

て，既に，本願出願前の１９９６年１２月２４日に発行され，公報という刊行物の

性格からして，一般第三者たる不特定多数の者に対して現実にその内容が知られて

いるものであることは明らかであり，引用意匠２は，本願出願前に公然知られた意

匠と認められる 」との説示は，上記各経過年数をふまえたものであると理解され。

るから，審決に，原告主張のような瑕疵があるということはできない。

２ 取消事由２（創作容易性判断の誤り）について

( ) 原告は 「パロット」と称される回胴式ゲーム機である本願意匠に係る物品1 ，

が属する分野と，パソコン用キーボードジョイスティックである引用意匠２に係る

物品が属する分野は，共通せず，関連性も乏しいから，そのような分野に属する意

匠を組合せの一方として考えることが，当業者にとってありふれた手法ということ

はできないと主張する。

しかしながら，例えば，１９９６年（平成８年）１２月２１日発行の「マグロウ

ヒル パソコン百科事典」の「ジョイスティック」の項目に 「ジョイスティック，
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とは，ビデオやコンピュータ・ゲームでよく使われる制御入力装置である 」との。

記載があるとおり，パソコン用キーボードジョイスティックが，主にパソコンゲー

ムに用いられることは周知の事項であるというべきである。そうすると，本願意匠

も引用意匠２も，共に，レバーを有し，ゲームに用いられる制御器に係るものであ

って，用途及び機能は共通しており，その属する分野は同一ではないとしても，関

連するものというべきであるから，原告の上記主張は前提を誤るものであって，失

当である。

( ) また，原告は，パロットの操作卓部前面の左右両脇は，奥方に漸次回り込2

む略凸湾曲面となっているが，本願意匠によって，台座部の円形平面が正面側に向

いた状態となる角度で操作卓部前面左脇寄りの位置に取り付けられ，レバー部の軸

部が自然に正面側に延びて高い操作性を維持できるのであり，この点に本願意匠の

台座部の創作性が認められるのに対し，引用意匠２の台座部は，円形平面が斜め上

方を向いた状態の角度で取り付けられるものと考えられるから，引用意匠１と引用

意匠２を組み合わせて本願意匠の位置に取り付けるためには，引用意匠２を，通常

使用態様の角度と異なる角度に回転させなければならないところ，本願意匠と異な

る分野に属する引用意匠２を組合せの一方として用いた上，その組合せを引用意匠

２にとっては通常でない角度に回転させて取り付けるという，二段階の工程を経る

ことは，当業者にとってありふれた手法でなし得ることができないものであると主

張する。

しかしながら，機器に操作レバーを取り付ける際，機器の取付面にそのまま取り

付けたのでは，操作レバーの角度等が，操作性の観点から適切なものとならない場

合に，取付面上に台座を設け，これに操作レバーを付設することにより，操作レバ

ーの角度等を調節して所望のものとすることは，ゲーム機の分野に限らず，一般的

に行われている常套的な手段というべきである。そして，引用意匠２の台座も，か

かる操作レバー付設用のものであるところ，当該台座は，下部が奥方に漸次回り込

む略凸湾曲面状の取付面から斜め上方に円筒状に突出させ，その円筒上面（操作レ
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バー付設面）を所定の角度に保ちつつ，円筒基端部を取付面の略凸湾曲面形状に追

随させるため，円筒の突出高さ（基端部からの高さ）を下部になるほど高くした形

状であり，その意匠において，取引者・需要者の目を惹く特徴は，円筒基端部を取

付面の略凸湾曲面形状に追随させ，当該略凸湾曲面が回り込む方向に円筒の突出高

さを高くしている点であり，当該突出高さが高くなる方向が台座の上下左右いずれ

であるかという点ではない。

他方，本願意匠の台座部は，ゲーム機本体の湾曲部分を基端として手前側へ突出

， ，して表れるとともに基端部からの高さが一律でない円筒形状をなすもの すなわち

ゲーム機本体操作卓部前面の左脇が奥方に漸次回り込む略凸湾曲面から正面に円筒

， ，状に突出させ その円筒上面に正面を向けて付設した操作レバーの角度を保ちつつ

円筒基端部を取付面である操作卓部前面の略凸湾曲面形状に追随させるため，円筒

の突出高さ（基端部からの高さ）を左方になるほど高くした形状であることが認め

られる。そして，引用意匠２の分野と本願意匠の分野とが関連するものであること

は，上記のとおりである。

そうすると，本願意匠は，引用意匠１のレバー部の形状と引用意匠２の台座部の

形状とを組み合わせて，操作卓部の前面左面に表した程度にすぎず，容易に意匠の

， ，創作をすることができたものと認められ 本願意匠の台座部が創作性を有するとか

引用意匠１と引用意匠２を組み合わせて本願意匠の位置に取り付けるためには，二

段階の工程を経ることが必要で，当業者にとってありふれた手法でなし得ることが

できないとの上記原告の主張は失当である。

原告は，パロットというゲーム機が，市場に出て間もない新しいものであり，本

願意匠は従前では全く見られなかったものであって，強烈な印象を与える形態であ

るとか，本願意匠の台座部を回転させるという発想が容易でない以上，本願意匠は

創作容易でないと主張する。

しかしながら，本願意匠は，これと密接に関連している旨，原告が自認する分野

に属する引用意匠１のレバー部の形状と，上記のとおり，本願意匠と関連すると認



- 18 -

められる分野に属する引用意匠２の台座部の形状とを組み合わせただけでの形状で

あり，かつ，引用意匠２の台座部に関しては，その特徴である，円筒基端部を取付

面の略凸湾曲面形状に追随させ，当該略凸湾曲面が回り込む方向に円筒の突出高さ

を高くしている点をそのまま踏襲しているものであって，円筒の突出高さが高くな

る方向が相違するのは，上記引用意匠２の台座部の特徴を踏襲した結果にすぎない

ものであるから，たとえ，パロットというゲーム機自体が，市場に出て間もない新

しいものであったとしても，当業者において，本願意匠の創作が容易であることに

変わりはない。

また，原告は，特許庁の意匠審査基準の「創作非容易性」の章における「置換の

意匠」の事例（甲第１０号証３０～３４頁）を挙げ，意匠審査基準においては，同

じ分野か，関連する分野の他の公知形態を，その位置や角度を特に変更することな

く，単純に置換えて用いたものを，創作容易レベルとして想定していると考えられ

るが，本願意匠はこれに当たらないと主張する。

しかしながら，引用意匠２の分野と本願意匠の分野とが関連するものであること

は，上記のとおりである。また，上記意匠審査基準の各事例において，置換えに用

いる公知形態の位置や角度が特に変更されないで置き換えられていることは，原告

主張のとおりであるが，これらの公知形態においては，当該位置・角度にあること

が，意匠における特徴を成している（少なくとも自然である）のに対し，引用意匠

２の台座部の特徴は，それ自体の位置・角度にあるのではなく，上記のとおり，円

筒基端部を取付面の略凸湾曲面形状に追随させ，当該略凸湾曲面が回り込む方向に

円筒の突出高さを高くしている点にあるのであるから，上記意匠審査基準の各事例

とは，事例を異にするものである。したがって，原告の上記主張も失当である。

３ 結論

以上によれば，原告の主張はすべて理由がなく，原告の請求は棄却されるべきで

ある。
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